
熊本市空き家リフォーム促進事業補助金交付要綱 

 

制定 令和６年７月２２日 市長決裁     

改正 令和７年３月２５日 空家対策課長決裁 

改正 令和８年３月２７日 市長決裁     

改正 令和８年４月６日 空家対策課長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市内の耐震性能を有する空き家を取得又は賃借して、新たに

自らが居住するために実施する改修工事に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補

助することで、管理が不全な空き家の発生を未然に防止するとともに、市民の安全・

安心な住環境の保全及び空き家の流通促進を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 補助事業 本要綱に基づく事業をいう。 

(2) 空き家 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

ア 熊本市内に所在する建築物であって、居住その他の使用がなされていないこと。 

イ 建設工事完了の日から起算して１年を超えていること。 

ウ 過去に人の居住の用に供したことのあること。 

(3) 子育て世帯 補助金の交付申請時点において、１８歳未満の子ども、又は妊娠し

ている者を有する世帯をいう。 

(4) 若者夫婦世帯 補助金の交付申請時点において、一方が３９歳以下である夫婦を

含む世帯をいう。 

(5) 空き家取得後リフォーム型 空き家の取得後、市内業者と請負契約を締結し、こ

の要綱に基づく補助金の対象工事（以下「補助対象工事」という。）を行う方式

をいう。 

(6) リフォーム済空き家購入型 買取再販事業者が補助対象工事を実施した空き家を

売買により取得する方式をいう。 

(7) 取得者等 売買、相続（３親等以内の親族間の生前贈与を含む。）若しくは遺贈

により取得する者又は賃借（３親等以内の親族間の賃借を除く。）する者で次の

アからウのいずれかに該当する者をいう。 

ア 交付申請を行う日（以下「交付申請日」という。）前の１２ヶ月以内に売買によ

り取得した者（売買契約又は購入申込など書面による事前の手続きを行った者を

含む。） 

イ 相続により取得した者で、現にその住宅に居住していない者又は交付申請日前の



１２ヶ月以内にその住宅への居住を開始した者 

ウ 交付申請日前の１２ヶ月以内に賃借した者（賃貸借の契約又は入居申込など書面

による事前の手続きを行った者を含む。） 

(8) 市内業者 熊本市内の個人事業者、又は熊本市内に本店若しくは支店、営業所等

を有する法人事業者をいう。 

(9) 買取再販事業者 空き家を取得し、工事を実施して販売する市内業者をいう。 

(10) 居住誘導区域 一定のエリアに人口密度を維持する区域として熊本市立地適正

化計画において定められた区域をいう 。 

 

（補助交付対象者） 

第３条 この要綱に基づく補助金の交付対象者（以下「補助交付対象者」という。）

は、次の各号の要件を満たす者とする。 

(1) 自ら補助金の対象住宅（以下「補助対象住宅」という。）に居住する者であるこ

と。 

(2) 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。 

ア 空き家取得後リフォーム型を利用する場合は、空き家の取得者等又はその同一世

帯者であり、補助対象工事の請負契約を締結しようとする者 

イ リフォーム済空き家購入型を利用する場合は、補助対象工事を実施した空き家の

建物売買契約を締結しようとする者 

(3) 取得者等が賃借する者である場合は、工事内容や原状回復義務の免除等に関して

当該住宅の所有者の同意を得ていること。 

(4) 補助金の対象住宅（以下「補助対象住宅」という。）に、完了実績報告書を提出

した日から２年以上継続して居住すること。 

(5) 市税を滞納していないこと。 

(6) 熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１号から第３号まで

の規定に該当しない者であること。 

(7) 第５条に規定する補助金の対象工事について、国又は地方公共団体による他の補

助金の交付を受けていないこと。 

 

（補助対象住宅） 

第４条 この要綱に基づく補助対象住宅は、次の各号の要件を満たすこととする。 

(1) 一戸建ての住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに

限る。)であること。 

(2) 売買、相続又は賃借する前に空き家であること。 

(3) 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 

ア 建築の着手日が昭和５６年６月１日以降であること。 

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国



土交通省告示第１８４号）別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について

技術上の指針となるべき事項第１第１号又は第２号の規定による評価の結果、地

震に対して安全な構造であると判断できること。 

 

（補助対象工事） 

第５条 この要綱に基づく補助金の対象工事は、市内業者が請け負って行われたリフォ

ーム工事又は買取再販事業者が行うリフォーム工事で、次の各号に掲げるものを除

く。なお、リフォーム済空き家購入型に係る補助対象工事は、買取再販事業者が実施

したリフォーム工事であって、申請日から遡って１年以内に完了したものに限る。 

(1) 家具、冷暖房器具及び照明器具その他容易に取り外しができるものの設置工事 

(2) 外構、植栽（植樹、剪定など）及び居住の用に供さない別棟の建築物（車庫、物

置、倉庫など）に関する工事 

(3) 下水道接続及び浄化槽設置並びに雨水浸透ます及び雨水タンクの設置に係る工事 

(4) 太陽光発電システム及びペレットストーブ等の設備の設置に係る工事 

(5) リフォーム工事に伴わないハウスクリーニング、排水管清掃、シロアリ駆除等の

作業 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号のいずれか低い額とし、当該額に 1千円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てることとする。なお、居住誘導区域に存するか否かの判

断は、 第８条第１項に規定する補助金交付決定の時点において行うこととする。 

(1) 補助対象工事に要する経費（消費税及び地方消費税相当額を除く）の相当額（以

下「補助対象工事費」という。）に２分の１を乗じて得た額 

(2) 次に掲げる額 

ア 居住誘導区域に存する住宅かつ補助交付対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯

である場合は６０万円 

イ 居住誘導区域に存する住宅かつ補助交付対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯

でない場合は４０万円 

ウ 居住誘導区域外に存する住宅かつ補助交付対象者が子育て世帯または若者夫婦世

帯である場合は３０万円 

エ 居住誘導区域外に存する住宅かつ補助交付対象者が子育て世帯または若者夫婦世

帯でない場合は２０万円 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助交付対象者（以下「補助金交付申請者」と

いう。）は、空き家取得後リフォーム型の場合は補助対象工事に着手する前までに、

リフォーム済空き家購入型の場合は補助対象工事を行った空き家を取得する前まで



に、補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に

申請し、交付決定を受けなければならないこととする。（以下「交付申請」とい

う。） 

(1) 補助金交付申請者の世帯全員の住民票の写し（交付申請提出前の３か月以内に発

行されたもの。複写も可とする。）また、子育て世帯で、出産予定の子がいる場合

は、母子健康手帳等の診断経過がわかる書類の写し 

(2) 補助対象住宅の位置図 

(3) 補助対象住宅の建築年月日（又は工事着工年月日）を証する書類 

(4) 空き家取得後リフォーム型の場合は、取得者等であることを証する書類 

(5) 空き家取得後リフォーム型の場合は、補助対象工事に要する経費が確認できる明

細書（見積書等）の写し(施工場所、作成年月日及び施工業者の名称が記載されて

いるものに限る。) 

(6) 空き家取得後リフォーム型で賃借人が所有者の同意を得て工事を行う場合は、所

有者全員の同意書（様式第２号） 

(7) リフォーム済み空き家購入型の場合は、補助対象工事の内容及び補助対象工事に

要した経費が確認できる明細書（契約書等）の写し(施工場所、作成年月日及び施

工業者の名称が記載されているものに限る。) 

(8) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付（不交付）決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、その結

果を補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により補助金交付申請者に通知

することとする。 

２ 補助金の交付の決定は、交付申請書を先着順に審査して行うこととする。ただし、

同日に到達した交付申込書のうち、交付決定の要件を満たすものが複数ある場合であ

って、予算の都合によりその一部に限って交付決定せざるを得ないときは、当該申請

のうちから、抽選により交付決定する。 

 

（交付申請の変更） 

第９条 補助金交付申請者は、前条第１項に規定する交付決定通知を受けたのち、補助

事業の内容を変更するときは、交付の決定を受けた補助金の額の変更を伴わない軽微

なものを除き、変更契約を締結する前に、速やかに補助金交付変更承認申請書（様式

第４号）に変更の内容がわかる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければな

らないこととする。 

２ 前項の申請があったときは、市長は申請の内容を審査し、その結果を補助金交付決

定変更承認（不承認）通知書（様式第５号）により補助金交付申請者に通知すること

とする。 



３ 前条第２項の規定は、前項の規定による補助金交付変更承認（不承認）決定に準用

する。 

 

（完了実績報告） 

第１０条 補助金交付申請者は、空き家取得後リフォーム型の場合は補助対象工事が完

了した後に、リフォーム済空き家購入型の場合は補助対象工事を行った空き家を取得

した後に、事業の交付決定を受けた年度の２月末日（休日に当たるときは、その日前

においてその日に最も近い休日でない日）までに、速やかに完了実績報告書（様式第

６号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならないこととす

る。ただし、同条に示す日までに完了実績報告を行うことができないことにつき、市

長が特に認める場合は、この限りでない。 

(1) 空き家取得後リフォーム型の場合は、補助対象工事の契約を明らかにする書類の

写し（契約書、注文書等）及び補助対象工事に要した経費が確認できる明細書（請

求書等）の写し 

(2) 空き家取得後リフォーム型の場合は、補助対象工事に要した経費を支払ったこと

が確認できる施工業者からの領収書等の写し 

(3) リフォーム済空き家購入型の場合は、建物売買契約書の写し 

(4) リフォーム済空き家購入型の場合は、建物売買契約に係る費用を支払ったことが

わかる書類の写し 

(5) 補助対象工事の施工前後の写真（施工部分が分かるもの） 

(6) 補助金交付申請者の世帯全員の住民票の写し（完了実績報告書提出前の３か月以

内に発行されたもの。複写も可とする。）（交付申請以降に補助対象住宅に転居した

場合に提出すること。） 

(7) 補助対象住宅が耐震性能を有することを証する書類（昭和５６年５月３１日以前

に工事着手した住宅の場合に提出すること。） 

(8) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、補助金交付申請者から前条の規定による完了実績報告があったとき

は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、交付する補助金の額を確定し、補助金

額確定通知書（様式第７号）により補助金交付申請者に通知することとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１２条 補助金交付申請者は、前条に規定する通知を受けた日から起算して３０日を

経過する日までに、補助金請求書（様式第８号）に次の各号に掲げる書類を添えて、

市長に請求することとする。 

(1) 通帳の写し（金融機関名・店名・預金種別・口座番号・口座名義・名前（カタカナ）



が分かるもの）         

(2) その他市長が必要とする書類 

２ 市長は、前項の請求があったときは、補助金交付申請者に対し、補助金を交付する

こととする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助金交付申請者が次の各号に該当すると認めるときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 第３条に定める補助交付対象者に該当しないことが判明したとき。 

(3) 第１０条に定める日までに完了の報告をしなかったとき。 

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項の規定は、第１１条に規定する補助金の額の確定通知を行った後についても同

様とする。 

３ 第１項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消

通知書（様式第９号）により補助金交付申請者に通知することとする。 

４ 補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害について、本市は賠償の責めを負

わないこととする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１４条 補助金交付申請者は、事情により補助事業を中止し、又は廃止しようとする

ときは、速やかに補助事業中止（廃止）届（様式第１０号）を市長に提出しなければ

ならないこととする。 

 

（申請書類等の代理提出） 

第１５条 補助金交付申請者は、第７条、第９条、第１０条、第１２条及び第１４条に

規定する申請書類等の提出を、第三者に代理させることができることとする。この場

合において、補助交付申請者は、申請等事務代行届（様式第１１号）を市長に提出し

なければならないこととする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、第１３条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定め

て、その返還を命ずることとする。 

２ 前項の返還命令は、補助金返還命令書（様式第１２号）により行うこととする。 

 

（違約加算金） 



第１７条 補助金交付申請者は、第１３条の規定による取消しを受け、補助金の返還を

請求されたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応

じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既

に納付した額を控除した額）につき年１０.９５パーセントの割合で計算した違約加

算金を市に納付しなければならないこととする。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用について

は、返還を請求された額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、

当該返還を請求された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求され

た額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したこととする。 

３ 第１項の違約加算金を納付しなければならない場合において、補助金交付申請者の

納付した金額が返還を請求された補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず

当該返還を請求された補助金の額に充てられたこととする。 

 

（他の補助金等の一時停止等） 

第１８条 市長は、補助金交付申請者が補助金の返還を請求され、当該補助金又は違約

加算金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事

業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止

することができることとする。 

 

（照会及び検査等の実施） 

第１９条 市長は、補助金の交付に必要な範囲内において、関係機関への照会及び補助

事業の検査等を実施することができる。 

２ 前項の照会及び検査等の結果、必要があると認めるときは、補助金交付申請者に対

して必要な措置を講ずるよう指導することができる。 

 

（補助金交付申請者の責務） 

第２０条 補助金交付申請者は、補助事業を実施するにあたり、法令等を遵守するとと

もに、関係部署と十分協議を行いその指示に従うこととする。 

２ 前項の規定は、補助事業が完了した後においても同様とする。 

３ 補助事業に伴う苦情等は、補助金交付申請者の責任において処理することとする。 

 

（雑則） 

第２１条 補助金の交付は、予算の範囲内で行うこととする。 

 

 附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年８月１日から施行する。 



（この要綱の失効） 

２  この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

附則(令和７年４月１日改正) 

   この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附則(令和８年４月６日改正) 

   この要綱は、令和８年４月６日から施行する。 

  



（様式）  

様式第１号 補助金交付申請書 

様式第２号 同意書 

様式第３号 補助金交付（不交付）決定通知書 

様式第４号 補助金交付変更承認申請書 

様式第５号 補助金交付決定変更承認（不承認）通知書 

様式第６号 完了実績報告書 

様式第７号 補助金額確定通知書 

様式第８号 補助金請求書 

様式第９号 補助金交付決定取消通知書 

様式第１０号 補助事業中止（廃止）届 

様式第１１号 申請等事務代行届 

様式第１２号 補助金返還命令書 



様式第１号（第７条関係） 

     年  月  日  

熊本市長     （宛） 

申請者 住  所                      

 

            ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ                               

氏  名                           

電話番号                      

 

補助金交付申請書 

 

熊本市空き家リフォーム促進事業補助金の交付を受けたいので、同補助金交付要綱に記載

の交付条件等の全てに同意の上、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

申請区分  
第３条第２号  □ ア 空き家取得後リフォーム型     

□ イ リフォーム済空き家購入型 

補助対象住宅の所在地（地

番） 

熊本市   区 

 

補助対象住宅の 

所在地（住居表示） 

熊本市   区 

 

居住誘導区域 □ 区域内 □ 区域外 

世帯 
□子育て世帯または 

若者夫婦世帯 
□左記以外 

用途 □ 専用住宅 □ 併用住宅 

延べ床面積 

(併用住宅の場合のみ記入) 
 

住宅部分       ㎡ 

住宅以外の部分     ㎡ 

補助金交付申請額 円 

 

第３条第２号 ア 空き家取得後リフォーム型の場合 

リフォーム工事契約 

予定年月日 
    年   月   日 

リフォーム工事完了 

予定年月日 
    年   月   日 

 

第３条第２号 イ リフォーム済空き家購入型の場合 

リフォーム済空き家購入 

予定年月日 
     年   月   日 

 

 

（裏面へ続く） 

 



１ 補助対象住宅について 

□ 当該住宅は取得前に空き家であり、かつ、建設工事完了の日から起算し 1年を超えてお

り、過去に人が住んだことがあります。 
 

２ 補助対象住宅の耐震性について 

□ 昭和５６年６月１日以降に工事着手した住宅です。又は、昭和５６年５月３１日以前に

工事着手した住宅で耐震診断を実施し、耐震性能を有していることを確認しています。 

□ 本事業と併せて耐震改修を実施し、耐震性能を有することを確認する予定です。 

なお、耐震性能を有することを証する書類について完了実績報告書時に提出すること

について、同意します。 
 

３ 補助対象住宅への居住について 

□ 私は、完了実績報告書を提出した日から２年以上継続して当該住宅を生活の本拠として

居住することに同意します。 
 

４ 市税の滞納がないことについて 

□ 私は、市税について滞納がないことを誓約します。また、当該事実の確認のため、熊本 

市納税課へ照会することについて同意します。 
 

５ 暴力団の排除について 

□ 私は、世帯全員が、熊本市暴力団排除条例第２条に定める暴力団、暴力団員及び暴力団

密接関係者のいずれにも該当していないこと、及び、完了実績報告時における世帯全員

がこれらに該当しないことを誓約します。 
 

６ その他 

□ １から５の項目について、これらに反する事実が判明した場合は、本件補助金に係る交

付決定の取消し及び返還命令を受けても異議を申し立てないことを誓約します。 
 

７ 添付書類 

(1) 補助金交付申請者の世帯全員の住民票の写し（完了実績報告書提出前の３か月以内に

発行されたもの。複写も可とする。）また、子育て世帯で、出産予定の子がいる場合

は、母子健康手帳等の診断経過がわかる書類の写し 

(2) 補助対象住宅の位置図 

(3) 補助対象住宅の建築年月日（又は工事着工年月日）を証する書類 

(4) 空き家取得後リフォーム型の場合は、取得者等であることを証する書類 

(5) 空き家取得後リフォーム型の場合は、補助対象工事に要する経費が確認できる明細書

（見積書等）の写し(施工場所、作成年月日及び施工業者の名称が記載されている

ものに限る。) 

(6) 空き家取得後リフォーム型で賃借人が所有者の同意を得て工事を行う場合は、所有者

全員の同意書（様式第２号） 

(7) リフォーム済み空き家購入型の場合は、補助対象工事の内容及び補助対象工事に

要した経費が確認できる明細書（契約書等）の写し(施工場所、作成年月日及び

施工業者の名称が記載されているものに限る。) 



様式第２号（第７条関係） 

   年  月  日  

熊本市長     （宛） 

 

同意書 

 

  以下について、同意します。 

 

１ 下記の住宅について、補助金交付申請者が住宅改修工事を行い、「熊本市空き家リ

フォーム促進事業」の補助金交付を受けること 

２ 当該住宅の補助金交付を受けた工事内容については、賃貸借契約における原状回復 

義務を免除し、相当の期間継続して使用すること 

 

  【補助対象住宅の所在地（地番）】 

   

                                          

 

（所有者住所） 

（所有者氏名）                      印   

 

（所有者住所） 

（所有者氏名）                      印   

 

（所有者住所） 

（所有者氏名）                      印   

 

 

 

〈本人自署〉 

（申請者住所） 

（申請者氏名）                    

 

※確認書類として、登記簿謄本（原本）を添付すること。 

※共有名義の場合は、所有者全員の同意を得ること。 

 



様式第３号（第８条関係） 

発第    号  

     年  月  日  

申請者 

 

 氏名             様 

 

熊本市長            印  

 

補助金交付（不交付）決定通知書 

 

    年  月  日付けで交付申請のあった熊本市空き家リフォーム促進事業補助金

について、同補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり交付（不交付と）決定をした

ので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番) 

熊本市   区 

 

２ 交付決定額   金           円 

 

３ 完了期限           年    月    日 

 

４ 交付の条件は、次のとおりとします。 

(1) 交付申請書に記載した事項を変更しようとするとき（軽微な変更をしようとするとき

を除く。）は、あらかじめ市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

(4) 補助事業が完了したときは、速やかに市長に対し所定の完了実績報告を行うこと。 

(5) 補助金の額の確定にあたり、現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに

応じ、これに協力すること。 

(6) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理するとともに、これ

らの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管すること。 

(7) 補助金交付決定通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手す

ること。 

５ 不交付の場合、その理由 

 

（裏面へ続く） 



６ 補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認め

た場合は、この決定を取り消し、又は補助決定額を減じることがあります。この場合におい

て、既に交付された補助金があるときは、その返還を請求します。 

７ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査を行う

ことがあります。 

８ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、その状況を調

査し、又は報告を徴することがあります。 



様式第４号（第９条関係） 

     年  月  日  

熊本市長     （宛） 

 

申請者 住  所                      

 

氏  名                         

 

補助金交付変更承認申請書 

 

    年  月  日付け   発第    号で補助金交付決定通知のあった熊本市

空き家リフォーム促進事業補助金について、下記のとおり変更したいので申請します。 

 

記 

１ 補助対象住宅の所在地(地番) 

  熊本市   区 

 

２ 変更する内容（下記の○印をつけている項目が該当） 

 補助金額 
既交付決定額 円 

変更交付申請額 円 

 完了期限 
交付決定通知に付された完了期限    年   月   日 

変更申請完了期限   年   月   日 

 その他 

 

【変更理由】 

 

３ 添付書類 

(1) 変更の内容がわかる書類 

(2) その他市長が必要と認める書類 



様式第５号（第９条関係） 

発第    号  

     年  月  日  

申請者 

 

氏名             様 

 

熊本市長            印 

 

補助金交付決定変更承認（不承認）通知書 

 

     年  月  日付けで交付変更承認申請のあった熊本市空き家リフォーム促進

事業補助金について、同補助金交付要綱第９条第２項の規定により、下記のとおり承認（不承

認と）したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番)       

熊本市   区 

 

２ 変更する内容（下記の○印をつけている項目が該当） 

 補助金額 
既交付決定額 円 

変更交付申請額 円 

 完了期限 
交付決定通知に付された完了期限    年   月   日 

変更完了期限   年   月   日 

 その他  

 

３ 交付条件 

 

４ 不承認の場合、その理由 

 

５ 補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認め

た場合は、この決定を取り消し、又は補助決定額を減じることがあります。この場合におい

て、既に交付された補助金があるときは、その返還を請求します。 

 

６ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査を行う

ことがあります。 

 

７ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、その状況を調

査し、又は報告を徴することがあります。 



様式第６号（第１０条関係） 

     年  月  日  

 

熊本市長     （宛） 

 

申請者 住  所                      

 氏  名                         

 

完了実績報告書 

 

    年  月  日付け   発第    号で交付決定通知のあった熊本市空き家

リフォーム促進事業補助金について、補助事業が完了したので、関係書類を添え下記のとお

り報告します。 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番)  熊本市   区 

 

２ 交付決定額           金           円 

 

３ 完了日              年  月  日 

 

４ 住民基本台帳の情報閲覧に関する同意 

□ 私は、第３条第４号の確認のため、熊本市が住民基本台帳を閲覧することに同意します。 

 

５ 添付書類 

(1) 空き家取得後リフォーム型の場合は、補助対象工事の契約を明らかにする書類 

の写し（契約書、注文書等）及び補助対象工事に要した経費が確認できる明細書（請 

求書等）の写し 

(2) 空き家取得後リフォーム型の場合は、補助対象工事に要した経費を支払ったことが確

認できる施工業者からの領収書等の写し 

(3) リフォーム済空き家購入型の場合は、建物売買契約書の写し 

(4) リフォーム済空き家購入型の場合は、建物売買契約に係る費用を支払ったことがわか

る書類の写し 

(5) 補助対象工事の施工前後の写真（施工部分が分かるもの） 

(6) 補助金交付申請者の世帯全員の住民票の写し（完了実績報告書提出日前の３か月以

内に発行されたもの。複写も可とする。）（交付申請以降に補助対象住宅に転居した場合

に提出すること。） 

(7) 補助対象住宅が耐震性能を有することを証する書類（昭和５６年５月３１日以前に工

事着手した住宅の場合に提出すること。） 

(8) その他市長が必要と認める書類 



様式第７号（第１１条関係） 

発第    号  

     年  月  日  

申請者 

 

 氏名             様 

 

熊本市長            印 

 

補助金額確定通知書 

 

    年  月  日付けで完了実績報告のあった熊本市空き家リフォーム促進事業に

ついて、同補助金交付要綱第１１条の規定により、下記のとおり補助金の額を確定したので

通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番)     

熊本市   区 

 

２ 交付確定補助金額   金            円 

 

 

  



様式第８号（第１２条関係） 

 年  月  日  

 

熊本市長     （宛） 

 

申請者 住  所                      

  氏  名                        

電話番号                      

 

 

補助金請求書 

 

    年  月  日付け   発第    号で補助金額確定通知のあった熊本市空

き家リフォーム促進事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番)     

熊本市   区 

 

２ 請求金額       金           円 

 

 

３ 口座振込先 

金融機関名 

銀 行  

金 庫  

農 協  

本 店  

支 店  

出張所  

預金種別 普通 ・ 当座 ・その他 口座番号       

フリガナ  

口座名義  

 

 

  



様式第９号（第１３条関係） 

発第    号  

     年  月  日  

申請者 

 

 氏名             様 

 

熊本市長            印 

 

補助金交付決定取消通知書 

 

    年  月  日付け   発第    号で交付決定をした熊本市空き家リフォー

ム促進事業補助金について、同補助金交付要綱第１３条第１項第      号の規定によ

り下記のとおり取り消したので、第１３条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番)     

熊本市   区 

 

２ 交付決定額      金            円 

 

３ 交付決定取消額    金            円 

 

４ 取消理由 

 

 

  



様式第１０号（第１４条関係） 

     年  月  日  

 

熊本市長     （宛） 

 

申請者 住  所                      

 

   氏  名                        

 

電話番号                      

 

                  

補助事業中止（廃止）届 

 

     年  月  日付け   発第    号で交付決定通知のあった熊本市空き

家リフォーム促進事業補助金について、下記のとおり中止（廃止）したいので届け出ます。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番)       

熊本市   区 

 

２ 中止（廃止）理由 

   

 

 

 

 

 

  



様式第１１号（第１５条関係） 

     年  月  日  

 

熊本市長     （宛） 

  

申請等事務代行届 

 

 

私は、熊本市空き家リフォーム促進事業補助金交付要綱第１５条の規定により、当該補助事

業に関する申請手続き等を下記代理者に委任します。 

 

記 

 

１ 熊本市空き家リフォーム促進事業に係る全ての申請及び報告等の提出を代理者に委任さ

れる場合は、次の欄に○をつけてください。 

 熊本市空き家リフォーム促進事業に係る全ての申請及び報告等の提出を委任 

 

２ 熊本市空き家リフォーム促進事業に係る申請及び報告等のうち一部の提出を委任  

する場合は、次の項目の中から該当する欄に○をつけてください。 

 補助金交付申請  補助金交付変更承認申請 

 完了実績報告  補助金請求 

 補助事業中止（廃止）届   

 

補助対象住宅の所在地（地番）    

熊本市   区 

 

申請者（委任する方） 

住所 

 

氏名                                             印 

※ 申請書類等はすべて申請者名を記入して下さい。 

 

代理者（窓口に来る方） 

住所 

氏名                                                                      

電話番号 

  



様式第１２号（第１６条関係） 

発第    号  

     年  月  日  

申請者 

 

氏名             様 

 

熊本市長            印 

 

補助金返還命令書 

 

    年  月  日付け   発第    号で取り消した熊本市空き家リフォーム

促進事業補助金について、同補助金交付要綱第１６条の規定により、下記のとおり返還を命

じます。 

 

記 

 

１ 補助対象住宅の所在地(地番)     

熊本市   区 

 

２ 返還額        金            円 

 

３ 返還期限       年  月  日 

 

４ 返還理由 

 

 

 


